
小項目 No.８ 「文化のＷＡ(和・環・輪)プロジェクト」の一環としてアジアと日本との

文化交流を強化する事業の実施 

大項目 Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ため取るべき措置 

中項目 ２．分野別事業方針等による事業の実施 

（４）「アジア文化交流強化事業」の実施 

小項目 No.8 「文化のＷＡ(和・環・輪)プロジェクト」の一環としてアジアと日本との文化交流

を強化する事業の実施 

中期計画 （４）「アジア文化交流強化事業」の実施 

平成 25年 12月に政府が発表した「文化のＷＡ（和・環・輪）プロジェクト～知り合うアジア

～」の一環として、平成32年度までの間、日本とアジアの芸術家、文化人、知識人などの文

化の担い手のネットワーク化とアジア域内の市民の相互理解を促進する双方向交流事業、

アジアの日本語教育機関の活動を支援するための日本からの人材派遣事業等を集中的に

行い、ＡＳＥＡＮ諸国を主対象とするアジアと日本との文化交流を抜本的に強化する。 

具体的には以下のア～エを実施する。 

 

ア  アジアにおける日本語教師の活動支援及び日本語学習者と日本人の交流の機会の増

大を目的とする、現地日本語教師・学習者のパートナー役となる人材を日本から各国の

日本語教育機関に派遣する事業を実施する。 

イ  アジアにおける一般市民の間の幅広い交流促進と相互理解の基盤拡充を目的とする、

現地機関との連携による各国文化紹介・情報提供事業、及び市民交流事業を実施・援

助する。 

ウ  アジアにおける文化芸術・知的交流分野の共同・協働の取組みに向けた、専門家の間

の交流促進・深化とネットワーク構築・強化を目的とする、グループの交流事業及び個人

の招へい・派遣事業を実施する。 

エ  アジアにおける文化芸術・知的交流分野の専門家・専門機関が取り組む共同制作や共

同研究等協働事業及びその成果発信事業を実施・援助する。 

年度計画 （中期計画の変更が平成 25年度末となったため、年度計画には記述せず） 

【業務実績】 

 

※平成 25 年度については、「文化のＷＡ(和・環・輪)プロジェクト」の準備状況を小項目Ｎｏ.１「地

域・国別事業方針の策定と方針に基づく事業の実施」に記述 
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